
令和５年度　上半期

家庭ごみ収集カレンダー

※18日の資源（紙）は25日に変更します。

※17日の資源（紙）は24日に変更します。

毎月第2・4木曜日

毎月第1・3月曜日紙 類

毎月第1・3水曜日
ペ ッ ト ボ ト ル
発 泡 ト レ イ
発泡スチロール
缶 ・ ビ ン 類

燃やせるごみ
（可燃ごみ）
燃やせないごみ
（不燃ごみ）

毎　週
火・金曜日
毎　月

第2・4水曜日

　休　み（収集をしない日）

●決められた日の朝8時30分までに、分け方・出し方を守って出してください。
●燃やせるごみ・燃やせないごみは、町指定袋以外では収集しません。（小豆島町住民生活課　☎82－7004）

4　　　　月

自治会・小豆島町地区衛生委員会・小豆島町

日 月 火 水 木 金 土
5　　　　月

日 月 火 水 木 金 土

7　　　　月
日 月 火 水 木 金 土

9　　　　月
日 月 火 水 木 金 土

6　　　　月
日 月 火 水 木 金 土

8　　　　月
日 月 火 水 木 金 土

《ごみ集積所に出せるものは、家庭ごみに限ります。事業所のごみは出せません。》 裏面へ

資源ごみ 汚れていないペットボトルは
資源ごみで出しましょう。

【  　　　　　　　　　　】安田・木庄・馬木・苗羽・古江・堀越
田浦・橘・岩谷・当浜・坂手・福田・吉田

※5日の可燃は「休み」です。
※資源（ペットボトル）を第３・５水曜日に変更します。
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